
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の概要

２．豚熱への効率的・迅速な対応

公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日
（ただし、２（１）、（２）②は公布の日。２（２）①は公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日）

・ AIを活用したX線画像解析等により輸入検疫体制を強化しつつ、以下の手当を措置

① 輸入禁止品の販売等を禁止 【第44条の２】

② 家畜防疫官に、外国食材店等への立入検査及び輸入禁止品の廃棄権限等を付与
【第51条第２項～第６項】

(1) 豚熱に係る選択的殺処分の実施
新型PCR検査による知見を踏まえ、全頭殺処分から、子豚や症状があり検査陽性と

なった豚を殺処分とする方法に変更 【第16条第１項、第17条】

(2) 豚熱ワクチン接種者の確保等
① 都道府県からの要請があった場合、研修を受け獣医師相当の接種技術を備えた
飼養衛生管理者も豚熱ワクチン接種が可能となる特例を措置 【原始附則第５条～第10条】

② 豚熱ワクチン接種後の確認検査を、都道府県から大学や民間検査機関に委託した場合、
委託費の1/2を国が負担 【第60条第１項】

３．輸入禁止品への対応強化

◆国際郵便による違反畜産物の持込み件数の推移 ◆発覚から逃れるため、ソーセージと一緒に
タバコやコーンを同梱した事例
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・ 届出伝染病から家畜伝染病へ格上げし、緊急ワクチン接種、殺処分、
移動制限等を義務付け（注：届出伝染病については予防検査のみ可能）

【第２条第１項、第17条第１項、第21条第１項】

１．ランピースキン病を家畜伝染病に格上げ

背 景

法律案の概要

施行期日

開封後

豚熱陽性豚熱陰性 選択的殺処分

繁殖豚・肥育豚

子豚

・ 令和６年11月、福岡県でランピースキン病の変異ウイルスが発生、熊本県まで被害が拡大

・ 令和２年より豚熱の新型PCR検査を実施。検査技術の確立を踏まえた殺処分とすることが肝要

また、県の獣医師の業務量が過大となる中、効果的なワクチン接種の実施体制の構築が急務

・ 近年、違法輸入畜産物の国内の外国食材店での販売が散見され、早急に対応が必要

（参考３）
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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案要綱 

１ ランピースキン病の追加 

家畜伝染病に、牛のランピースキン病を追加し、その患畜及び疑似患畜を殺処分の対

象とし、その死体を焼却等の義務の対象とする。（第二条第一項、第十七条第一項、第二

十一条第一項関係） 

２ 豚熱の疑似患畜のと殺義務の対象範囲の変更 

豚熱に係ると殺義務の対象を、全ての疑似患畜から、まん延防止に必要な場合に都道

府県知事が命ずるものに限るとともに、緊急の必要があるとき等には、家畜防疫員が殺

すことができることとする。（第十六条第一項、第十七条関係） 

３ 輸入禁止品への対応の強化 

（１）第三十六条又は第三十七条の規定に違反して輸入された輸入禁止品の販売等を禁

止する。（第四十四条の二関係）

（２）家畜防疫官に、店舗等への立入検査を行い、及び検査に必要な限度で監視伝染病

の病原体により汚染しているおそれがある物を集取する権限を付与し、当該物の集

取をされた者は、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない旨の通知を受けた後

でなければ、当該集取をされた物の販売等をしてはならないこととする。（第五十一

条第二項から第四項まで関係）

（３）家畜防疫官は、（２）の立入検査の結果、検査をした物が輸入禁止品又は監視伝染

病の病原体により汚染している物であると認めるときは、廃棄できることとする。

（第五十一条第五項関係） 

（４）農林水産大臣は、（３）の廃棄があった際には、当該廃棄の処分を受けた者の氏名

又は名称その他家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な当

該廃棄の処分を受けた物に係る販売等に関する事項をインターネットの利用その他

の適切な方法により公表することができることとする。（第五十一条第六項関係） 

４ 国が負担する費用の対象の追加 

第五条第一項又は第三項の検査であって農林水産大臣が指定するものに要した費用の

二分の一を国が負担することとする。（第六十条第一項関係） 

５ 監視伝染病以外の疾病に対して準用することができる法の規定の追加 

監視伝染病以外の疾病に対して家畜伝染病予防法の規定を準用し、緊急かつ暫定的に

措置を講ずることができる制度に関し、準用することができる同法の規定の対象に、同

法第五章の病原体の所持に関する措置を追加する。（第六十二条第一項関係） 

６ 罰則 

罰則について、３（１）の規定に違反した者は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の

罰金に処することとする。（第六十三条関係） 

（参考３）
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７ 登録飼養衛生管理者による動物用生物学的製剤の使用 

都道府県知事が行う研修を修了して、登録を受けた飼養衛生管理者は、当分の間、獣

医師法第十七条の規定にかかわらず、豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的

製剤の使用を業務とすることができることとする。（原始附則第五条から第十条まで関係） 

８ 施行期日等 

（１）この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行するものとする。ただし、２及び４に係る規定については公布の日から、

７に係る規定については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。（附則第一条関係）

（２）この法律の施行に伴う所要の経過措置を整備するとともに、関係法律について所

要の改正を行う。（附則第二条から第八条まで関係）

（３）その他所要の規定の整備を行う。

（参考３）
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家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
十
六
条
の
四
」
を
「
第
四
十
六
条
の
四
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
中
二
十
八
の
項
を
二
十
九
の
項
と
し
、
八
の
項
か
ら
二
十
七
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
七
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八

ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病

牛

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
豚
熱
」
を
削
り
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
疑
似
患
畜
」
の
下
に
「
又
は

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
発
生
し
た
豚
熱
の
疑
似
患
畜
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
」
の
下
に
「
、
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
リ
フ

ト
バ
レ
ー
熱
」
の
下
に
「
、
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
」
を
加
え
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
疑
似
患
畜
」
の
下
に

「
又
は
前
条
第
一
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
都
道
府
県
の
区
域
以
外
の
区
域
に
お
い
て
発
生
し
た
豚
熱
の
疑
似
患

畜
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
豚
熱
の
疑
似
患
畜
の
所
有
者
で
あ
つ
て
同
項
の
命
令
を
受
け
た
も
の
が

（参考３）
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同
項
の
期
限
ま
で
に
命
ぜ
ら
れ
た
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
つ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き

は
、
家
畜
防
疫
員
に
当
該
疑
似
患
畜
を
殺
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
七
条
の
二
第
六
項
中
「
そ
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
」
を
「
同
項
の
期
限
ま
で
に
命
ぜ
ら
れ
た
措
置
を
行
わ
な
い
と

き
、
行
つ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
若
し
く
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
」
の
下
に
「
、
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
」
を
加
え
る
。 

第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
の
」
を
「
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
「
も

の
」
の
下
に
「
（
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
指
定
禁
止
物
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

イ 

動
物
、
そ
の
死
体
又
は
骨
肉
卵
皮
毛
類
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装 

ロ 

穀
物
の
わ
ら
（
飼
料
用
以
外
の
用
途
に
供
す
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
飼
料

用
の
乾
草 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
物
を
除
き
、
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
敷
料
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

物 

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
写
し
」
の
下
に
「
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
検
査
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条

（参考３）
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第
二
項
第
二
号
中
「
前
項
の
検
査
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
」
を
「
検
査
証
明
書
等
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
指
定
検
疫
物
」
を
「
指
定
禁
止
物
又
は
指
定
検
疫
物
（
以
下
「
指
定
禁
止
物
等
」
と
い
う
。
）
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
検
疫
物
」
を
「
指
定
禁
止
物
等
」
に
、
「
積
卸
」
を
「
積
卸
し
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
指
定
検
疫
物
」
を
「
指
定
禁
止
物
等
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
一
条
中
「
指
定
検
疫
物
」
を
「
指
定
禁
止
物
等
」
に
、
「
先
だ
つ
て
」
を
「
先
立
つ
て
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
二
条
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
指
定
検
疫
物
」
を
「
指
定
禁
止
物
等
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
販
売
等
の
禁
止
） 

第
四
十
四
条
の
二 

第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
輸
入
さ
れ
た
物
（
第
五
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て

「
輸
入
禁
止
品
」
と
い
う
。
）
は
、
販
売
又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
行
う
加
工
、
使
用
、
調
理
、
貯
蔵
若
し
く
は
陳

列
（
第
五
十
一
条
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
販
売
等
」
と
い
う
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
四
章
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
国
民
等
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
措
置
等
） 

（参考３）

6



第
四
十
六
条
の
四
の
二 

国
は
、
広
報
活
動
そ
の
他
の
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
輸
出
入
検
疫
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
の

重
要
性
に
つ
い
て
国
民
そ
の
他
の
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
民
等
」
と
い
う
。
）
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
そ

の
実
施
に
関
す
る
国
民
等
の
協
力
を
求
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
一
条
第
四
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第

三
項
を
第
八
項
と
し
、
第
二
項
を
第
七
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。 

２ 

家
畜
防
疫
官
は
、
第
四
章
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
店
舗
、
事
務
所
、
事
業
所
、
倉
庫
そ
の
他
の

場
所
に
立
ち
入
つ
て
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
物
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査

し
、
関
係
者
に
質
問
し
、
又
は
当
該
検
査
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
に
よ
り
汚
染
し
て
い
る

お
そ
れ
が
あ
る
物
を
集
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

家
畜
防
疫
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
集
取
を
し
た
物
に
つ
い
て
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
の
有
無
を

判
定
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
結
果
を
当
該
物
の
集
取
を
さ
れ
た
者
に
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
二
項
の
検
査
を
受
け
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
集
取
を
さ
れ
た
者
は
、
当
該
集
取
を
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
監
視
伝
染
病
の

病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
旨
の
前
項
の
通
知
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
集
取
を
さ
れ
た
物
及
び
そ
の
販
売

（参考３）
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等
の
状
況
か
ら
み
て
当
該
集
取
を
さ
れ
た
物
と
同
様
に
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
に
よ
り
汚
染
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
と

し
て
当
該
集
取
の
際
家
畜
防
疫
官
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
し
た
物
（
次
項
に
お
い
て
「
集
取
を
さ

れ
た
物
等
」
と
い
う
。
）
の
販
売
又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
行
う
加
工
、
使
用
、
調
理
若
し
く
は
陳
列
を
し
て
は
な

ら
な
い
。 

５ 

家
畜
防
疫
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果
、
そ
の
検
査
を
し
た
物
（
集
取
を
さ
れ
た
物
等
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
輸
入
禁
止
品
又
は
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
に
よ
り
汚
染
し
て
い
る
物
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
当
該
検
査
を
し
た
物
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
が
あ
つ
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
廃

棄
の
処
分
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
に
必
要

な
当
該
廃
棄
の
処
分
を
受
け
た
物
に
係
る
販
売
等
に
関
す
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ

り
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
十
条
第
一
項
第
七
号
を
削
り
、
同
項
第
八
号
中
「
第
三
十
一
条
第
二
項
の
検
査
、
注
射
、
薬
浴
又
は
」
を
「
第
五
条
第

一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
検
査
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
又
は
第
三
十
一
条
第
二
項
の
検
査
、
注
射
、
薬
浴

（参考３）
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若
し
く
は
」
に
、
「
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
「
製
造
費
」
の
下
に
「
、
次
号
の
薬
品
の
購
入
費

並
び
に
第
九
号
の
衛
生
資
材
の
購
入
費
及
び
賃
借
料
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 八 

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
薬
品
の
購
入
費
の
全
額
（
家
畜
伝
染
病
（
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
疾
病
を
含
む
。
）
以
外
の
寄
生
虫
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
に
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
二
分
の
一
） 

第
六
十
条
第
一
項
第
十
号
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。 

第
六
十
二
条
第
一
項
中
「
及
び
こ
れ
に
係
る
こ
の
章
の
規
定
並
び
に
第
四
章
の
規
定
」
を
「
、
第
四
章
の
規
定
」
に
、
「
除

く
。
）
の
」
を
「
除
く
。
）
及
び
前
章
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
こ
の
章
の
規
定
の
」
に
改
め
る
。 

第
六
十
三
条
第
二
号
中
「
第
三
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
四
条
の
二
」
を
加
え
、
「
及
び
第
三
十
七
条
第
一
項
」
を

「
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
四
条
の
二
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
六
十
四
条
中
「
第
四
十
六
条
の
十
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
六
十
五
条
第
一
号
中
「
第
五
十
条
」
及
び
「
（
第
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
五
十
一
条
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条

（参考３）
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第
四
号
中
「
第
四
十
六
条
の
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
」
を
、
「
第
四
十
六
条
の
二
十
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
、
「
場
合
」
の
下
に
「
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四

十
六
条
の
二
十
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
、
「
場
合
」
の
下
に

「
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
」
を
加
え
、
同
条
第
六
号
中
「
第
五
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
一

条
第
七
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を

「
第
五
十
一
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
六
十
七
条
第
一
号
中
「
第
四
十
六
条
の
八
第
四
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
十
六
条
の
十
一
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
第
四
十
六
条
の
十
一

第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三 

第
四
十
六
条
の
十
一
第
四
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
の
十
六
第

（参考３）
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二
項
（
第
四
十
六
条
の
二
十
第
一
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
六
条
の
十
七
第
二
項

（
第
四
十
六
条
の
二
十
第
二
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

第
六
十
七
条
第
四
号
中
「
第
四
十
六
条
の
十
九
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
六
十
八
条
第
四
号
中
「
（
第
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
含
む
。
」
の
下

に
「
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
条
第
十
四
号
中
「
第
四
十
六
条
第
四
項
（
」
を
「
第
四
十
六
条
第
四
項
又

は
第
五
十
一
条
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
号
中
「
第
四
十
六
条
の
八
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
六

十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
六
条
の
八
第
一

項
た
だ
し
書
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
号
中
「
第
四
十
六
条
の

十
四
」
及
び
「
第
四
十
六
条
の
二
十
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

（参考３）
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を
、
「
場
合
」
の
下
に
「
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
」
を
加
え
、
同
条
第
十
八
号
中
「
第
四
十
六
条

の
二
十
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
、

「
第
四
十
六
条
の
十
九
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条

第
十
九
号
中
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
二
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
七
十
一
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
第
四
十
六
条
の
十
二
第
三
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

三 

第
四
十
六
条
の
十
三
第
二
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ

ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

四 

第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
第
四
十
六
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
し
な
い
で
、
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
指
定
さ
れ
た
動
物
の
疾
病
に
係
る
病
原
体
の
所
持
を

開
始
し
た
者 

第
七
十
二
条
第
一
号
中
「
第
四
十
六
条
の
八
第
三
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

（参考３）
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む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
十
六
条
の
十
二
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

附
則
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。 

（
登
録
飼
養
衛
生
管
理
者
に
係
る
特
例
） 

第
五
条 

飼
養
衛
生
管
理
者
の
う
ち
、
次
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
飼
養
衛
生
管
理
者
」
と
い
う
。
）

は
、
第
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

六
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
衛
生
管
理
区
域
（
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
の
適
正
な
管
理
体
制
の
整
備
を

し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
家
畜
防
疫
員
の
指
示

を
受
け
て
、
豚
熱
予
防
液
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
を
使
用
す
る
こ
と
を
業
務
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

（
登
録
飼
養
衛
生
管
理
者
の
登
録
） 

第
六
条 

飼
養
衛
生
管
理
者
で
あ
つ
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
同
条
の
豚
熱
予
防
液
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
動
物
用
生
物
学

的
製
剤
の
使
用
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
都
道
府
県
知
事
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

（参考３）
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に
よ
り
行
う
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
申
請

し
て
、
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

一 

心
身
の
故
障
に
よ
り
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
の
使
用
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
者 

二 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経

過
し
な
い
者 

三 

こ
の
法
律
の
規
定
そ
の
他
家
畜
衛
生
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
罰
金

の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

四 

附
則
第
八
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
こ
の
項
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か

ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

２ 

前
項
の
登
録
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
登
録
飼
養
衛
生
管
理
者
名
簿
に
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
飼
養
衛
生
管
理
者
と

な
つ
て
い
る
衛
生
管
理
区
域
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
及
び
登
録
年
月
日
を
登
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

（参考３）
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３ 

第
一
項
の
登
録
は
、
一
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

４ 
前
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
研
修
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
三
項
の
更
新
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。 

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
） 

第
七
条 

前
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
登
録
に
係
る
氏
名
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更

が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
登
録
の
取
消
し
） 

第
八
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
飼
養
衛
生
管
理
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
附
則
第
六
条
第
一

項
の
登
録
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

附
則
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合 

二 

前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
の
使
用
の
業
務
に
関
し

不
正
の
行
為
が
あ
つ
た
場
合 

（参考３）

15



三 

虚
偽
又
は
不
正
の
事
実
に
基
づ
い
て
附
則
第
六
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
場
合 

（
登
録
の
消
除
） 

第
九
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
附
則
第
六
条
第
一
項
の
登
録
が
飼
養
衛
生
管
理
者
で
な
く
な
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り

そ
の
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
家
畜
保
健
衛
生
所
長
へ
の
事
務
の
委
任
） 

第
十
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
附
則
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務

の
一
部
を
家
畜
保
健
衛
生
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

目
次
の
改
正
規
定
、
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
十
七
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
各
号
中
「
リ
フ

ト
バ
レ
ー
熱
」
の
下
に
「
、
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
七
条
の
二
第
六
項
の
改
正
規

（参考３）
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定
、
第
四
章
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
六
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
五
条

及
び
第
六
条
の
規
定 

公
布
の
日 

二 

附
則
に
六
条
を
加
え
る
改
正
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

（
手
当
金
等
の
交
付
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
以
下
「
旧
法
」

と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
殺
さ
れ
た
豚
熱
の
疑
似
患
畜
に
係
る
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
手
当
金
の
交
付
若
し
く
は
不
交
付
若
し
く
は
当
該
交
付
を
さ
れ
た
手
当
金
の
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
返

還
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
手
当
金
の
交
付
若
し
く
は
不
交
付
若
し
く
は
当
該
交
付
を
さ
れ
た
特
別
手
当
金
の
同

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
返
還
又
は
旧
法
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 

（
登
録
飼
養
衛
生
管
理
者
の
登
録
に
関
す
る
準
備
行
為
） 

第
三
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
号
施
行

日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
附
則

（参考３）

17



第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
新
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
項
の
規
定
の
例
に
よ

り
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
二
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
法
附

則
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登

録
は
、
第
二
号
施
行
日
以
後
は
、
同
条
第
一
項
の
登
録
と
み
な
す
。 

４ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
家
畜
保
健
衛
生
所
長
に
委
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
輸
入
検
疫
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
物
で
あ
っ
て
、
同
項
た
だ
し
書
の
許
可
を

受
け
て
い
る
も
の
の
輸
入
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
物
に
係
る
同
項
た
だ
し
書
の
許
可

の
申
請
は
、
新
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
物
に
係
る
同
項
た
だ
し
書
の
許
可
の
申
請
と
み
な
す
。 

（参考３）
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３ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
旧
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、

旧
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
旧
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
届
出
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
指
定
検
疫
物
に
つ
い
て
旧
法
第
四
十
条
第
一

項
、
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該

届
出
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
新
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
新

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
す
。 

４ 

施
行
日
前
に
旧
法
第
四
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
二
項
又
は
第
四
十
三
条
第
二
項

若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
検
査
が
終
了
し
、
施
行
日
ま
で
に
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
輸
入
検
疫
証
明
書
の
交
付
又
は
同
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
処
置
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

（参考３）
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（
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す

る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
七
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状

況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
十
五
の
項
」
を
「
十
六
の
項
」
に
改
め
る
。

（参考３）
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理 

由 

 

最
近
に
お
け
る
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
の
状
況
や
輸
入
検
疫
を
適
切
に
受
け
ず
に
持
ち
込
ま
れ
る
肉
製
品
等
の
増
加
と

そ
の
持
込
み
の
態
様
の
悪
質
化
等
を
踏
ま
え
、
国
内
防
疫
体
制
の
強
化
及
び
効
率
化
の
た
め
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
を
家
畜
伝
染

病
に
追
加
し
、
豚
熱
の
と
殺
対
象
範
囲
を
見
直
し
、
及
び
飼
養
衛
生
管
理
者
に
よ
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
当
分
の
間
可
能
と
す
る

と
と
も
に
、
輸
入
検
疫
体
制
の
強
化
の
た
め
輸
入
検
疫
を
適
切
に
受
け
ず
に
持
ち
込
ま
れ
る
肉
製
品
等
の
国
内
で
の
販
売
等
を

禁
止
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 

（参考３）
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家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

目
次 

 

○ 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
） ·

·
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·
·
·
·
·
·
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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1 

○ 

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） ·

·
·
·
·
·
·
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·
·
·
·
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○ 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条―

第
三
条
の
二
） 

第
二
章 

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
の
予
防
（
第
四
条―

第
十
二
条
の
七
） 

第
三
章 

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
ま
ん
延
の
防
止
（
第
十
三
条―

第
三
十
五
条

の
二
） 

第
四
章 

輸
出
入
検
疫
等
（
第
三
十
六
条―

第
四
十
六
条
の
四
の
二
） 

第
五
章 

病
原
体
の
所
持
に
関
す
る
措
置
（
第
四
十
六
条
の
五―

第
四
十
六
条

の
二
十
二
） 

第
六
章 

雑
則
（
第
四
十
七
条―

第
六
十
二
条
の
五
） 

第
七
章 

罰
則
（
第
六
十
三
条―

第
七
十
二
条
） 

附
則 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
家
畜
伝
染
病
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
伝
染
性
疾
病
で
あ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
相
当
下
欄
に
掲
げ
る
家
畜
及
び
当
該
伝
染

性
疾
病
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
家
畜
に
つ
い
て
の
も
の
を
い
う
。 

伝
染
性
疾
病
の
種
類 

家 

畜 

の 

種 

類 

一
～
七 

（
略
） 

（
略
） 

八 

ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病 

牛 

九
～
二
十
九 

（
略
） 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条―

第
三
条
の
二
） 

第
二
章 

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
の
予
防
（
第
四
条―

第
十
二
条
の
七
） 

第
三
章 

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
ま
ん
延
の
防
止
（
第
十
三
条―

第
三
十
五
条

の
二
） 

第
四
章 

輸
出
入
検
疫
等
（
第
三
十
六
条―

第
四
十
六
条
の
四
） 

第
五
章 

病
原
体
の
所
持
に
関
す
る
措
置
（
第
四
十
六
条
の
五―

第
四
十
六
条

の
二
十
二
） 

第
六
章 

雑
則
（
第
四
十
七
条―

第
六
十
二
条
の
五
） 

第
七
章 

罰
則
（
第
六
十
三
条―

第
七
十
二
条
） 

附
則 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
家
畜
伝
染
病
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
伝
染
性
疾
病
で
あ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
相
当
下
欄
に
掲
げ
る
家
畜
及
び
当
該
伝
染

性
疾
病
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
家
畜
に
つ
い
て
の
も
の
を
い
う
。 

伝
染
性
疾
病
の
種
類 

家 

畜 

の 

種 

類 
一
～
七 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

八
～
二
十
八 

（
略
） 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（参考３）
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（
と
殺
の
義
務
） 

第
十
六
条 

次
に
掲
げ
る
家
畜
の
所
有
者
は
、
家
畜
防
疫
員
の
指
示
に
従
い
、
直

ち
に
当
該
家
畜
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

牛
疫
、
口
蹄て

い

疫
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
若
し

く
は
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
疑
似
患
畜
又
は
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
発
生
し
た
豚
熱
の
疑
似
患
畜 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
と
殺
の
義
務
） 

第
十
六
条 

次
に
掲
げ
る
家
畜
の
所
有
者
は
、
家
畜
防
疫
員
の
指
示
に
従
い
、
直

ち
に
当
該
家
畜
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

牛
疫
、
口
蹄て

い

疫
、
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
又
は
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
疑
似
患
畜 

 ２
・
３ 

（
略
） 

 

 

（
患
畜
等
の
殺
処
分
） 

第
十
七
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
家
畜
の
所
有
者
に
期
限
を
定
め
て
当
該
家
畜
を

殺
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

流
行
性
脳
炎
、
狂
犬
病
、
水
疱ほ

う

性
口
内
炎
、
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
、
ラ
ン
ピ

ー
ス
キ
ン
病
、
炭
疽そ

、
出
血
性
敗
血
症
、
ブ
ル
セ
ラ
症
、
結
核
、
ヨ
ー
ネ
病

、
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
症
、
ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
症
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
鼻
疽そ

、

馬
伝
染
性
貧
血
、
ア
フ
リ
カ
馬
疫
、
小
反
芻す

う

獣
疫
、
豚
水
疱ほ

う

病
、
家
き
ん
コ

レ
ラ
、
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
又
は
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
の
患
畜 

二 

牛
肺
疫
、
水
疱ほ

う

性
口
内
炎
、
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
、
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
、

出
血
性
敗
血
症
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
鼻
疽そ

、
ア
フ
リ
カ
馬
疫
、
小
反
芻す

う

獣
疫
、
豚
水
疱ほ

う

病
、
家
き
ん
コ
レ
ラ
若
し
く
は
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
の
疑
似

患
畜
又
は
前
条
第
一
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
都
道
府
県
の
区

域
以
外
の
区
域
に
お
い
て
発
生
し
た
豚
熱
の
疑
似
患
畜 

（
患
畜
等
の
殺
処
分
） 

第
十
七
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
家
畜
の
所
有
者
に
期
限
を
定
め
て
当
該
家
畜
を

殺
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

流
行
性
脳
炎
、
狂
犬
病
、
水
疱ほ

う

性
口
内
炎
、
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
、
炭
疽そ

、

出
血
性
敗
血
症
、
ブ
ル
セ
ラ
症
、
結
核
、
ヨ
ー
ネ
病
、
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
症
、

ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
症
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
鼻
疽そ

、
馬
伝
染
性
貧
血
、
ア
フ

リ
カ
馬
疫
、
小
反
芻す

う

獣
疫
、
豚
水
疱ほ

う

病
、
家
き
ん
コ
レ
ラ
、
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス

ル
病
又
は
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
の
患
畜 

二 

牛
肺
疫
、
水
疱ほ

う

性
口
内
炎
、
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
、
出
血
性
敗
血
症
、
伝
達

性
海
綿
状
脳
症
、
鼻
疽そ

、
ア
フ
リ
カ
馬
疫
、
小
反
芻す

う

獣
疫
、
豚
水
疱ほ

う

病
、
家

き
ん
コ
レ
ラ
又
は
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
の
疑
似
患
畜 
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２ 

（
略
） 

３ 
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
豚
熱
の
疑
似
患
畜
の
所
有

者
で
あ
つ
て
同
項
の
命
令
を
受
け
た
も
の
が
同
項
の
期
限
ま
で
に
命
ぜ
ら
れ
た

措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
つ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行
う
見
込
み
が
な

い
と
き
は
、
家
畜
防
疫
員
に
当
該
疑
似
患
畜
を
殺
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

（
患
畜
等
以
外
の
家
畜
の
殺
処
分
） 

第
十
七
条
の
二 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 

６ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
同
項
の
期
限
ま
で
に
命
ぜ
ら
れ
た

措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
つ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
若
し
く
は
行
う
見
込
み

が
な
い
と
き
、
又
は
指
定
家
畜
の
所
有
者
若
し
く
は
そ
の
所
在
が
知
れ
な
い
た

め
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
緊
急
の

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
都
道
府
県
知
事
は
、
家
畜
防
疫
員
に
当
該
指
定

家
畜
を
殺
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７
・
８ 

（
略
） 

（
患
畜
等
以
外
の
家
畜
の
殺
処
分
） 

第
十
七
条
の
二 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 

６ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
そ
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
、
又

は
指
定
家
畜
の
所
有
者
若
し
く
は
そ
の
所
在
が
知
れ
な
い
た
め
同
項
の
規
定
に

よ
る
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
同
項
の
都
道
府
県
知
事
は
、
家
畜
防
疫
員
に
当
該
指
定
家
畜
を
殺
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

７
・
８ 

（
略
） 

 

 

 

（
死
体
の
焼
却
等
の
義
務
） 

第
二
十
一
条 

次
に
掲
げ
る
家
畜
の
死
体
の
所
有
者
は
、
家
畜
防
疫
員
が
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
基
づ
い
て
す
る
指
示
に
従
い
、
遅
滞
な
く
、
当
該
死

体
を
焼
却
し
、
又
は
埋
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
性
鑑
定
又
は

学
術
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
場
合
そ
の
他

政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

牛
疫
、
牛
肺
疫
、
口
蹄て

い

疫
、
狂
犬
病
、
水
疱ほ

う

性
口
内
炎
、
リ
フ
ト
バ
レ
ー

熱
、
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
、
炭
疽そ

、
出
血
性
敗
血
症
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症

（
死
体
の
焼
却
等
の
義
務
） 

第
二
十
一
条 

次
に
掲
げ
る
家
畜
の
死
体
の
所
有
者
は
、
家
畜
防
疫
員
が
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
基
づ
い
て
す
る
指
示
に
従
い
、
遅
滞
な
く
、
当
該
死

体
を
焼
却
し
、
又
は
埋
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
性
鑑
定
又
は

学
術
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
場
合
そ
の
他

政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

牛
疫
、
牛
肺
疫
、
口
蹄て

い

疫
、
狂
犬
病
、
水
疱ほ

う

性
口
内
炎
、
リ
フ
ト
バ
レ
ー

熱
、
炭
疽そ

、
出
血
性
敗
血
症
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
、
鼻
疽そ

、
ア
フ
リ
カ
馬
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、
鼻
疽そ

、
ア
フ
リ
カ
馬
疫
、
小
反
芻す

う

獣
疫
、
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
、
豚
水

疱ほ
う

病
、
家
き
ん
コ
レ
ラ
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
低
病
原
性
鳥
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
又
は
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
の
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
死
体 

二
・
三 
（
略
） 

２
～
７ 

（
略
） 

疫
、
小
反
芻す

う

獣
疫
、
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
、
豚
水
疱ほ

う

病
、
家
き
ん
コ
レ
ラ

、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
又
は
ニ

ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
の
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
死
体 

二
・
三 

（
略
） 

 

２
～
７ 

（
略
） 

 

 

（
輸
入
禁
止
） 

第
三
十
六
条 

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
物
を
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
地
域
か
ら
発
送
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
地
域
を

経
由
し
た
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
物
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
の
指

定
す
る
も
の
（
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
指
定
禁
止
物
」
と
い
う
。

） イ 

動
物
、
そ
の
死
体
又
は
骨
肉
卵
皮
毛
類
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装 

ロ 

穀
物
の
わ
ら
（
飼
料
用
以
外
の
用
途
に
供
す
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
飼
料
用
の
乾
草 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
物
を
除
き
、
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
を
拡
散
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
敷
料
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
物 

二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
輸
入
禁
止
） 

第
三
十
六
条 

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
物
を
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
地
域
か
ら
発
送
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
地
域
を

経
由
し
た
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
の
物
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
の
指
定

す
る
も
の 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
輸
入
の
た
め
の
検
査
証
明
書
の
添
付
） 

第
三
十
七
条 

次
に
掲
げ
る
物
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
（
以

下
「
指
定
検
疫
物
」
と
い
う
。
）
は
、
輸
出
国
の
政
府
機
関
に
よ
り
発
行
さ
れ

（
輸
入
の
た
め
の
検
査
証
明
書
の
添
付
） 

第
三
十
七
条 
次
に
掲
げ
る
物
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
（
以

下
「
指
定
検
疫
物
」
と
い
う
。
）
は
、
輸
出
国
の
政
府
機
関
に
よ
り
発
行
さ
れ
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、
か
つ
、
そ
の
検
疫
の
結
果
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
が
な

い
こ
と
を
確
か
め
、
又
は
信
ず
る
旨
を
記
載
し
た
検
査
証
明
書
又
は
そ
の
写
し

（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
検
査
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
て
あ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
、
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
国
か
ら
輸
入
す
る
指
定
検
疫
物
に
つ
い
て
、
検

査
証
明
書
等
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
事
項
が
当
該
国
の
政
府
機
関
か
ら
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
動
物
検
疫
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置

を
含
む
。
）
に
送
信
さ
れ
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
た
場
合 

 

 

、
か
つ
、
そ
の
検
疫
の
結
果
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
が
な

い
こ
と
を
確
か
め
、
又
は
信
ず
る
旨
を
記
載
し
た
検
査
証
明
書
又
は
そ
の
写
し

を
添
付
し
て
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
国
か
ら
輸
入
す
る
指
定
検
疫
物
に
つ
い
て
、
前

項
の
検
査
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
事
項
が
当
該
国
の
政

府
機
関
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
動
物
検
疫
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
に
送
信
さ
れ
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
場
合 

 

（
検
疫
信
号
） 

第
三
十
九
条 

外
国
か
ら
入
港
し
た
船
舶
で
あ
つ
て
指
定
禁
止
物
又
は
指
定
検
疫

物
（
以
下
「
指
定
禁
止
物
等
」
と
い
う
。
）
（
郵
便
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
た
も

の
を
除
く
。
）
を
積
載
す
る
も
の
は
、
農
林
水
産
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
入
港
後
、
遅
滞
な
く
、
検
疫
信
号
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
信
号
は
、
同
項
の
指
定
禁
止
物
等
に
つ
い
て
第
四
十
一
条
の
規
定
に

よ
る
検
査
を
終
了
し
、
当
該
指
定
禁
止
物
等
の
積
卸
し
を
終
了
し
、
又
は
出
港

す
る
ま
で
は
、
お
ろ
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
検
疫
信
号
） 

第
三
十
九
条 

外
国
か
ら
入
港
し
た
船
舶
で
あ
つ
て
指
定
検
疫
物
（
郵
便
物
と
し

て
輸
送
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
積
載
す
る
も
の
は
、
農
林
水
産
省
令
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
入
港
後
、
遅
滞
な
く
、
検
疫
信
号
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
信
号
は
、
同
項
の
指
定
検
疫
物
に
つ
い
て
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
検
査
を
終
了
し
、
当
該
指
定
検
疫
物
の
積
卸
を
終
了
し
、
又
は
出
港
す
る
ま

で
は
、
お
ろ
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
輸
入
検
査
） 

第
四
十
条 

指
定
禁
止
物
等
を
輸
入
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
動
物
検
疫

所
に
届
け
出
て
、
そ
の
物
に
つ
き
、
原
状
の
ま
ま
で
、
家
畜
防
疫
官
か
ら
第
三

（
輸
入
検
査
） 

第
四
十
条 
指
定
検
疫
物
を
輸
入
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
動
物
検
疫
所

に
届
け
出
て
、
そ
の
物
に
つ
き
、
原
状
の
ま
ま
で
、
家
畜
防
疫
官
か
ら
第
三
十
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十
六
条
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
の
違
反
の
有
無
並
び
に
監
視
伝
染
病
の
病
原

体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
の
有
無
に
つ
い
て
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
既
に
次
条
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
受
け
、
か
つ
、
第
四
十
四
条
の

規
定
に
よ
る
輸
入
検
疫
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
物
及
び
郵
便
物
と
し
て
輸
入

し
た
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

家
畜
防
疫
官
は
、
指
定
禁
止
物
等
以
外
の
物
が
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
に
よ

り
汚
染
し
、
又
は
汚
染
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
輸
入
後
遅
滞
な
く

そ
の
物
（
以
下
「
要
検
査
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
検
査
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

（
略
） 

４ 

家
畜
防
疫
官
は
、
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
の
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
検
査
を
受
け
る
者
に
対
し
指
定
禁
止
物
等
を
前
項
の

場
所
に
送
致
す
る
た
め
の
順
路
そ
の
他
の
方
法
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

家
畜
防
疫
官
は
、
外
国
か
ら
入
港
し
た
船
舶
又
は
航
空
機
に
乗
つ
て
来
た
者

（
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
入
国
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、

そ
の
携
帯
品
（
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
次
条
の
検
査
を
受
け
た
物
を
除

く
。
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
指
定
禁
止
物
等

又
は
要
検
査
物
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
、
必
要
な
質
問

を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
携
帯
品
の
検
査
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。 

 
六
条
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
の
違
反
の
有
無
並
び
に
監
視
伝
染
病
の
病
原
体

を
拡
散
す
る
お
そ
れ
の
有
無
に
つ
い
て
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
既
に
次
条
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
受
け
、
か
つ
、
第
四
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
輸
入
検
疫
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
物
及
び
郵
便
物
と
し
て
輸
入
し

た
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

家
畜
防
疫
官
は
、
指
定
検
疫
物
以
外
の
物
が
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
に
よ
り

汚
染
し
、
又
は
汚
染
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
輸
入
後
遅
滞
な
く
そ

の
物
（
以
下
「
要
検
査
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。 

３ 

（
略
） 

４ 

家
畜
防
疫
官
は
、
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
の
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
検
査
を
受
け
る
者
に
対
し
指
定
検
疫
物
を
前
項
の
場

所
に
送
致
す
る
た
め
の
順
路
そ
の
他
の
方
法
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

家
畜
防
疫
官
は
、
外
国
か
ら
入
港
し
た
船
舶
又
は
航
空
機
に
乗
つ
て
来
た
者

（
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
入
国
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、

そ
の
携
帯
品
（
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
次
条
の
検
査
を
受
け
た
物
を
除

く
。
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
指
定
検
疫
物
又

は
要
検
査
物
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
、
必
要
な
質
問
を

行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
携
帯
品
の
検
査
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 

 

第
四
十
一
条 

家
畜
防
疫
官
は
、
輸
入
さ
れ
る
指
定
禁
止
物
等
又
は
要
検
査
物
に

つ
き
、
船
舶
又
は
航
空
機
内
で
輸
入
に
先
立
つ
て
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

。 

 

第
四
十
一
条 

家
畜
防
疫
官
は
、
輸
入
さ
れ
る
指
定
検
疫
物
又
は
要
検
査
物
に
つ

き
、
船
舶
又
は
航
空
機
内
で
輸
入
に
先
だ
つ
て
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
郵
便
物
等
と
し
て
の
輸
入
） 

第
四
十
二
条 

指
定
禁
止
物
等
は
、
小
形
包
装
物
及
び
小
包
郵
便
物
以
外
の
郵
便

物
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
書
便
物
（
次
項
に
お
い
て
「
信

書
便
物
」
と
い
う
。
）
と
し
て
は
、
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
輸
入
さ
れ
た
指
定
禁
止
物
等
を
包
有
し
て
い
る
郵

便
物
又
は
信
書
便
物
を
受
け
取
つ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
現
品
を
添
え
て

そ
の
旨
を
動
物
検
疫
所
に
届
け
出
て
家
畜
防
疫
官
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
郵
便
物
等
と
し
て
の
輸
入
） 

第
四
十
二
条 

指
定
検
疫
物
は
、
小
形
包
装
物
及
び
小
包
郵
便
物
以
外
の
郵
便
物

又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

九
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
書
便
物
（
次
項
に
お
い
て
「
信
書

便
物
」
と
い
う
。
）
と
し
て
は
、
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
輸
入
さ
れ
た
指
定
検
疫
物
を
包
有
し
て
い
る
郵
便

物
又
は
信
書
便
物
を
受
け
取
つ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
現
品
を
添
え
て
そ

の
旨
を
動
物
検
疫
所
に
届
け
出
て
家
畜
防
疫
官
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

第
四
十
三
条 

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
通
関
手
続
が
行
わ
れ
る
事
業
所
に
お
い

て
、
指
定
禁
止
物
等
を
包
有
し
、
又
は
包
有
し
て
い
る
疑
い
の
あ
る
小
形
包
装

物
又
は
小
包
郵
便
物
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
動
物

検
疫
所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
４ 

（
略
） 

 

５ 

第
二
項
の
検
査
を
受
け
て
い
な
い
小
形
包
装
物
又
は
小
包
郵
便
物
で
あ
つ
て

指
定
禁
止
物
等
を
包
有
し
て
い
る
も
の
を
受
け
取
つ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
現
品
を
添
え
、
そ
の
旨
を
動
物
検
疫
所
に
届
け
出
て
家
畜
防
疫
官
の
検
査
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
三
条 

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
通
関
手
続
が
行
わ
れ
る
事
業
所
に
お
い

て
、
指
定
検
疫
物
を
包
有
し
、
又
は
包
有
し
て
い
る
疑
い
の
あ
る
小
形
包
装
物

又
は
小
包
郵
便
物
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
動
物
検

疫
所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

第
二
項
の
検
査
を
受
け
て
い
な
い
小
形
包
装
物
又
は
小
包
郵
便
物
で
あ
つ
て

指
定
検
疫
物
を
包
有
し
て
い
る
も
の
を
受
け
取
つ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

現
品
を
添
え
、
そ
の
旨
を
動
物
検
疫
所
に
届
け
出
て
家
畜
防
疫
官
の
検
査
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
販
売
等
の
禁
止
） 

 

第
四
十
四
条
の
二 

第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
輸
入
さ

れ
た
物
（
第
五
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
「
輸
入
禁
止
品
」
と
い
う
。
）
は
、

販
売
又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
行
う
加
工
、
使
用
、
調
理
、
貯
蔵
若
し

く
は
陳
列
（
第
五
十
一
条
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
販
売
等
」
と
い
う

 
（
新
設
） 
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。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 
（
国
民
等
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
措
置
等
） 

第
四
十
六
条
の
四
の
二 

国
は
、
広
報
活
動
そ
の
他
の
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り

、
輸
出
入
検
疫
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
国
民
そ
の
他
の

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
民
等
」
と
い
う
。
）
の
理
解
を
深
め
る
と
と

も
に
、
そ
の
実
施
に
関
す
る
国
民
等
の
協
力
を
求
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

 （
新
設
） 

 

（
立
入
検
査
等
） 

第
五
十
一
条 

（
略
） 

２ 

家
畜
防
疫
官
は
、
第
四
章
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

店
舗
、
事
務
所
、
事
業
所
、
倉
庫
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
つ
て
第
三
十
六
条

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
物
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物

件
を
検
査
し
、
関
係
者
に
質
問
し
、
又
は
当
該
検
査
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お

い
て
、
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
に
よ
り
汚
染
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
を
集

取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

家
畜
防
疫
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
集
取
を
し
た
物
に
つ
い
て
監
視
伝
染

病
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
の
有
無
を
判
定
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
結
果

を
当
該
物
の
集
取
を
さ
れ
た
者
に
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
二
項
の
検
査
を
受
け
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
集
取
を
さ
れ
た
者
は
、
当
該

集
取
を
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
が
な

い
旨
の
前
項
の
通
知
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
集
取
を
さ
れ
た
物
及
び

そ
の
販
売
等
の
状
況
か
ら
み
て
当
該
集
取
を
さ
れ
た
物
と
同
様
に
監
視
伝
染
病

の
病
原
体
に
よ
り
汚
染
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
と
し
て
当
該
集
取
の
際
家

（
立
入
検
査
等
） 

第
五
十
一
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

     

（
新
設
） 

  
（
新
設
） 
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畜
防
疫
官
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
し
た
物
（
次
項
に

お
い
て
「
集
取
を
さ
れ
た
物
等
」
と
い
う
。
）
の
販
売
又
は
販
売
の
用
に
供
す

る
た
め
に
行
う
加
工
、
使
用
、
調
理
若
し
く
は
陳
列
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

５ 

家
畜
防
疫
官
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果
、
そ
の
検
査
を
し
た

物
（
集
取
を
さ
れ
た
物
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
輸
入

禁
止
品
又
は
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
に
よ
り
汚
染
し
て
い
る
物
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
当
該
検
査
を
し
た
物

を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
が
あ
つ
た
と
き
は
、
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
廃
棄
の
処
分
を
受
け
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
そ
の
他
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た

め
に
必
要
な
当
該
廃
棄
の
処
分
を
受
け
た
物
に
係
る
販
売
等
に
関
す
る
事
項
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

７
・
８ 

（
略
） 

９ 

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
、
採
取
又

は
集
取
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら

な
い
。 

 

   

（
新
設
） 

    

（
新
設
） 

     

２
・
３ 

（
略
） 

 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
、
採
取
又
は
集
取
の

権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
六
十
条 

国
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
家
畜
防
疫
員
が
こ
の
法
律
を
執
行
す
る

た
め
に
必
要
な
費
用
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
負
担
す
る
。 

 

一
～
六 

（
略
） 

（
削
る
。
） 

  

第
六
十
条 

国
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
家
畜
防
疫
員
が
こ
の
法
律
を
執
行
す
る

た
め
に
必
要
な
費
用
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
負
担
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
薬
品
の
購
入
費
の
全
額
（
家
畜
伝
染
病
（
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
疾
病
を
含
む
。
）
以
外
の
寄

生
虫
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
に
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
二
分
の
一

（参考３）
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七 

第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
検
査
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
の
指

定
す
る
も
の
又
は
第
三
十
一
条
第
二
項
の
検
査
、
注
射
、
薬
浴
若
し
く
は
投

薬
に
要
し
た
費
用
（
前
三
号
の
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
の
購
入
費
及
び
製
造

費
、
次
号
の
薬
品
の
購
入
費
並
び
に
第
九
号
の
衛
生
資
材
の
購
入
費
及
び
賃

借
料
を
除
く
。
）
の
二
分
の
一
（
農
林
水
産
大
臣
が
家
畜
以
外
の
動
物
に
お

け
る
牛
疫
、
牛
肺
疫
、
口
蹄て

い

疫
、
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
又
は
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ま
ん
延
に
よ
る
当
該

伝
染
性
疾
病
の
病
原
体
の
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
同
項
の
検
査
、
注
射
、
薬
浴
又
は
投
薬
に
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

そ
の
全
額
） 

八 

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
薬
品
の
購
入
費
の
全
額
（
家
畜
伝
染
病
（
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
疾
病
を
含
む
。
）
以
外
の
寄

生
虫
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
に
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
二
分
の
一

） 

 

九 

（
略
） 

十 

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
消
毒
に
要
し
た
費
用
（
第
八
号
の
薬
品
の
購

入
費
並
び
に
前
号
の
衛
生
資
材
の
購
入
費
及
び
賃
借
料
を
除
く
。
）
の
二
分

の
一 

十
一 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

） 

八 

第
三
十
一
条
第
二
項
の
検
査
、
注
射
、
薬
浴
又
は
投
薬
に
要
し
た
費
用
（

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
の
購
入
費
及
び
製
造
費

を
除
く
。
）
の
二
分
の
一
（
農
林
水
産
大
臣
が
家
畜
以
外
の
動
物
に
お
け
る

牛
疫
、
牛
肺
疫
、
口
蹄て

い

疫
、
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
又
は
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ま
ん
延
に
よ
る
当
該
伝
染

性
疾
病
の
病
原
体
の
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

同
項
の
検
査
、
注
射
、
薬
浴
又
は
投
薬
に
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の

全
額
） 

  

（
新
設
） 

   

九 

（
略
） 

十 

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
消
毒
に
要
し
た
費
用
（
第
七
号
の
薬
品
の
購

入
費
並
び
に
前
号
の
衛
生
資
材
の
購
入
費
及
び
賃
借
料
を
除
く
。
）
の
二
分

の
一 

十
一 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

 

（
監
視
伝
染
病
以
外
の
疾
病
に
対
す
る
こ
の
法
律
の
準
用
） 

第
六
十
二
条 

家
畜
そ
の
他
の
動
物
に
つ
い
て
監
視
伝
染
病
以
外
の
伝
染
性
疾
病

の
発
生
又
は
ま
ん
延
の
徴
が
あ
り
、
家
畜
の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
に
重
大
な

（
監
視
伝
染
病
以
外
の
疾
病
に
対
す
る
こ
の
法
律
の
準
用
） 

第
六
十
二
条 
家
畜
そ
の
他
の
動
物
に
つ
い
て
監
視
伝
染
病
以
外
の
伝
染
性
疾
病

の
発
生
又
は
ま
ん
延
の
徴
が
あ
り
、
家
畜
の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
に
重
大
な

（参考３）
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影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
動
物
及
び
疾
病
の
種
類
並

び
に
地
域
を
指
定
し
、
一
年
以
内
の
期
間
を
限
り
、
第
三
条
の
二
、
第
五
条
か

ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
三
章
の
規
定
、
第
四
章
の
規
定
（
第
三
十
六
条
の

二
の
規
定
を
除
く
。
）
及
び
前
章
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
こ
の

章
の
規
定
の
全
部
又
は
一
部
（
家
畜
以
外
の
動
物
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
か
ら

第
十
二
条
の
二
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
動
物
及
び
疾
病
の
種
類
並

び
に
地
域
を
指
定
し
、
一
年
以
内
の
期
間
を
限
り
、
第
三
条
の
二
、
第
五
条
か

ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
三
章
の
規
定
及
び
こ
れ
に
係
る
こ
の
章
の
規
定
並

び
に
第
四
章
の
規
定
（
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一

部
（
家
畜
以
外
の
動
物
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
か
ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
の
規

定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

 

第
六
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為

を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三

十
八
条
、
第
四
十
四
条
の
二
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
（
第
三
十
六
条
第
一

項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
四
条
の
二
及
び
第
四
十

五
条
第
一
項
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

三
～
五 

（
略
） 

第
六
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為

を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三

十
八
条
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
（
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条

第
一
項
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

三
～
五 

（
略
） 

 

第
六
十
四
条 

第
四
十
六
条
の
五
第
一
項
又
は
第
四
十
六
条
の
十
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違

反
し
た
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
六
十
四
条 

第
四
十
六
条
の
五
第
一
項
又
は
第
四
十
六
条
の
十
の
規
定
に
違
反

し
た
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
六
十
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為

を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
六
十
五
条 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為

を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

（参考３）
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一 

第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
二

十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
第
四
項
又
は

第
五
十
六
条
第
二
項
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五

十
六
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

二
・
三 

（
略
） 

四 

第
四
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
四
十
六
条
の
十
一
第
一
項
、
第
四
十
六
条

の
十
三
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
六
条
の
十
八
第
一
項
（
第
四
十
六
条
の
二

十
第
二
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

五 

第
四
十
六
条
の
十
八
第
三
項
（
第
四
十
六
条
の
二
十
第
二
項
（
第
六
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

六 

第
五
十
一
条
第
七
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
査
若
し
く
は
集

取
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
第
五
十
一
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
質
問
に
対
し
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
。 

七 

第
五
十
二
条
第
二
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。 

一 

第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
二

十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
五
十
条
又
は
第
五
十
六
条
第
二
項
（

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
二
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

二
・
三 

（
略
） 

四 

第
四
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
四
十
六
条
の
十
一
第
一
項
、
第
四
十
六
条

の
十
三
第
一
項
又
は
第
四
十
六
条
の
十
八
第
一
項
（
第
四
十
六
条
の
二
十
第

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し

た
と
き
。 

  

五 

第
四
十
六
条
の
十
八
第
三
項
（
第
四
十
六
条
の
二
十
第
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と

き
。 

 

六 

第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
若
し
く
は
集
取
を
拒
み
、
妨
げ

、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
陳
述
を
せ
ず

、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
。 

 

七 

第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を

し
た
と
き
。 

 

第
六
十
七
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為

を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
六
十
七
条 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為

を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

（参考３）
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一 

第
四
十
六
条
の
六
第
三
項
（
第
四
十
六
条
の
八
第
四
項
（
第
六
十
二
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

二 

第
四
十
六
条
の
十
一
第
二
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、
第
四
十
六
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定

す
る
滅
菌
譲
渡
を
し
た
と
き
。 

三 

第
四
十
六
条
の
十
一
第
四
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
の
十
六
第
二
項
（
第
四
十
六
条
の
二
十
第

一
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
六
条
の
十
七
第
二
項
（
第
四
十
六
条
の
二

十
第
二
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

四 

第
四
十
六
条
の
十
九
第
一
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た

と
き
。 

一 

第
四
十
六
条
の
六
第
三
項
（
第
四
十
六
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

二 

第
四
十
六
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚

偽
の
届
出
を
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
滅
菌
譲
渡
を
し
た
と
き
。 

  

三 

第
四
十
六
条
の
十
一
第
四
項
、
第
四
十
六
条
の
十
六
第
二
項
（
第
四
十
六

条
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

第
四
十
六
条
の
十
七
第
二
項
（
第
四
十
六
条
の
二
十
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き

。 

   

四 

第
四
十
六
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の

届
出
を
し
た
と
き
。 

  

第
六
十
八
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為

を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

第
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
六
条
第
二
項

又
は
第
四
十
条
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
（
第
十
四
条
第
二
項
（
第

第
六
十
八
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為

を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

第
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
六
条
第
二
項

又
は
第
四
十
条
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
（
第
十
四
条
第
二
項
の
規
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六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
の
措
置

を
と
る
べ
き
旨
の
指
示
に
限
る
。
）
に
違
反
し
た
と
き
。 

五 

第
十
八
条
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
第
十
八

条
に
規
定
す
る
家
畜
を
殺
し
た
と
き
。 

六
～
十
三 

（
略
） 

十
四 

第
四
十
六
条
第
四
項
又
は
第
五
十
一
条
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
処

分
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
と
き
。 

十
五 

（
略
） 

十
六 

第
四
十
六
条
の
八
第
二
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を

し
て
、
第
四
十
六
条
の
八
第
一
項
た
だ
し
書
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
変
更
を
し
た
と
き
。 

十
七 

第
四
十
六
条
の
十
四
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
六
条
の
十
五
（
第
四
十
六
条
の
二
十
第
一
項
（
第

六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

十
八 

第
四
十
六
条
の
十
八
第
二
項
（
第
四
十
六
条
の
二
十
第
二
項
（
第
六
十

二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
十
二
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
六
条
の
十
九
第
二
項

（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。 

定
に
よ
る
指
示
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
指
示
に
限
る

。
）
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

五 

第
十
八
条
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
第
十
八
条
に
規
定
す
る
家
畜
を
殺
し
た

と
き
。 

六
～
十
三 

（
略
） 

十
四 

第
四
十
六
条
第
四
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
と
き
。 

 

十
五 

（
略
） 

十
六 

第
四
十
六
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚

偽
の
届
出
を
し
て
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
変
更
を
し
た
と
き

。 

 

十
七 

第
四
十
六
条
の
十
四
又
は
第
四
十
六
条
の
十
五
（
第
四
十
六
条
の
二
十

第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反

し
た
と
き
。 

  

十
八 

第
四
十
六
条
の
十
八
第
二
項
（
第
四
十
六
条
の
二
十
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
六
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。 
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十
九 

第
五
十
一
条
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ

る
検
査
、
採
取
若
し
く
は
集
取
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は

第
五
十
一
条
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
陳
述
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
。 

二
十 

（
略
） 

 

十
九 

第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
採
取
若
し
く
は
集
取
を
拒

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
陳

述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
。 

  

二
十 

（
略
） 

 

 

第
七
十
一
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

（
削
る
。
） 

 

二 

第
四
十
六
条
の
十
二
第
三
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

三 

第
四
十
六
条
の
十
三
第
二
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た

者 

四 

第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
第
四
十
六
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
を
準

用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
指
定
さ
れ
た
動
物
の
疾
病
に
係
る
病
原

体
の
所
持
を
開
始
し
た
者 

 

第
七
十
一
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
四
十
六
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の

届
出
を
し
た
者 

三 

第
四
十
六
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

第
七
十
二
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。 

一 

第
四
十
六
条
の
八
第
三
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
七
十
二
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。 

一 

第
四
十
六
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
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合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

二 

第
四
十
六
条
の
十
二
第
二
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
か
つ
た
者 

 

出
を
し
た
者 

二 

第
四
十
六
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
か
つ
た
者 

附 

則 

 

（
登
録
飼
養
衛
生
管
理
者
に
係
る
特
例
） 

第
五
条 

飼
養
衛
生
管
理
者
の
う
ち
、
次
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下

「
登
録
飼
養
衛
生
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
八
十
六
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
衛
生
管
理
区
域
（
動

物
用
生
物
学
的
製
剤
の
適
正
な
管
理
体
制
の
整
備
を
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
家

畜
防
疫
員
の
指
示
を
受
け
て
、
豚
熱
予
防
液
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
動
物
用

生
物
学
的
製
剤
を
使
用
す
る
こ
と
を
業
務
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

附 

則 

  

（
新
設
） 

 

 

（
登
録
飼
養
衛
生
管
理
者
の
登
録
） 

第
六
条 

飼
養
衛
生
管
理
者
で
あ
つ
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
同
条
の
豚
熱
予
防

液
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
の
使
用
に
つ
い
て
必
要
な

知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
都
道
府
県
知
事
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の
は
、
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
申
請
し
て
、
登
録
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

心
身
の
故
障
に
よ
り
動
物
用
生
物
学
的
製
剤
の
使
用
の
業
務
を
適
正
に
行

 

（
新
設
） 
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う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者 

二 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受

け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

三 

こ
の
法
律
の
規
定
そ
の
他
家
畜
衛
生
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行

を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過

し
な
い
者 

四 

附
則
第
八
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
こ
の
項
の

登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

２ 

前
項
の
登
録
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
登
録
飼
養
衛
生
管
理
者
名
簿
に
氏
名

、
生
年
月
日
、
住
所
、
飼
養
衛
生
管
理
者
と
な
つ
て
い
る
衛
生
管
理
区
域
そ
の

他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
及
び
登
録
年
月
日
を
登
載
し
て
す
る
も
の
と

す
る
。 

３ 

第
一
項
の
登
録
は
、
一
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間

の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

４ 

前
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
が
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
三
項
の
更
新
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。 

 

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
） 

第
七
条 

前
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
登
録
に
係
る
氏
名
そ

の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
登
録
の
取
消
し
） 

 
（
新
設
） 
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第
八
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
登
録
飼
養
衛
生
管
理
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
附
則
第
六
条
第
一
項
の
登
録
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

附
則
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

に
至
つ
た
場
合 

二 

前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
動

物
用
生
物
学
的
製
剤
の
使
用
の
業
務
に
関
し
不
正
の
行
為
が
あ
つ
た
場
合 

三 

虚
偽
又
は
不
正
の
事
実
に
基
づ
い
て
附
則
第
六
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け

た
場
合 

 

（
登
録
の
消
除
） 

第
九
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
附
則
第
六
条
第
一
項
の
登
録
が
飼
養
衛
生
管
理
者

で
な
く
な
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
そ

の
登
録
を
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

          

（
新
設
） 

 

 

（
家
畜
保
健
衛
生
所
長
へ
の
事
務
の
委
任
） 

第
十
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
附
則
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
前
三

条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
家
畜
保
健
衛
生
所
長
に

委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
新
設
） 
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○ 

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
牛
海
綿
状
脳
症
」
と
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の
表
十
六
の
項
に
掲

げ
る
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
う
ち
牛
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
牛
海
綿
状
脳
症
」
と
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の
表
十
五
の
項
に
掲

げ
る
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
う
ち
牛
に
係
る
も
の
を
い
う
。 
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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案 参照条文 目次 

 

○家畜伝染病予防法 | e-Gov 法令検索（抄）・・・・・・・・・・・・・・・1 

○牛海綿状脳症対策特別措置法 | e-Gov 法令検索 （抄） ・ ・・・・ ・・・ ・・30 

○民間事業者による信書の送達に関する法律 | e-Gov 法令検索  （抄） ・ ・ ・31 

○獣医師法 | e-Gov 法令検索 （抄） ・ ・ ・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・ ・33 
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